
令和 8年７月１日 

総合評価落札方式（簡易型）における共通事項 

 

平成１７年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、価格と品質

が総合的に優れた調達を行うことが求められたことから、松山市では、平成１８年９月か

ら総合評価競争入札を試行導入しました。 

総合評価落札方式は、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品

質や施工方法等を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込み

をした者を落札者とする方式です。 

入札に参加される皆さんの総合評価に対する理解を深めるとともに、よりよい提案を行

っていただくため、提出資料作成の際の留意事項を取りまとめましたので、入札参加にあ

たっては、下記の事項に十分留意してください。 

 

記 

 

１ 総合評価落札方式の対象建設工事 

総合評価落札方式の実施にあたっては、次の各号に該当する工事の中から、工事の規模、

内容、時期等を考慮し適用します。 

（１）入札者の提示する性能、機能、技術等によって工事価格に、工事に関連して生ずる

補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持更新費その他のライフサイクルコ

ストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事 

（２）入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性

能の持続性、強度、耐久性、安定性等の性能又は機能に相当程度の差異が生ずると認

められる工事 

（３）環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要

とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて対

策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

（４）前３号に掲げるもののほか、入札者の技術力、実績等を総合的に評価することによ

り、価格のみによる競争の場合に比して、著しく市に有利になると認められる工事 

 

２ 評価の方法 

評価の方法は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計（以下「評価点」

という。）と当該入札者の入札価格を基に、次のいずれかの方法を採用して数値（以下「評

価値」という。）を求めるものとします。 

 



Ⅰ 評価値の算定方法 

（１）加算方式    評価値＝技術評価点＋価格評価点 

（２）除算方式    評価値＝技術評価点（標準点※Ａ＋加算点※Ｂ）／入札価格 

※Ａは、提出された資料が、要件を満たすものであれば１００点を付与します。 

※Ｂは、各評価項目の得点を合計したものとし、１０点から５０点までの範囲内において

入札説明書に案件ごとに定めます。 

＊松山市では、松山市総合評価競争入札実施要領において、（１）加算方式、（２）除算方

式の両方式を定めていますが、原則（２）除算方式を適用します。 

 

Ⅱ 落札者の決定  

予定価格の範囲内で、失格等を除く評価値が最も高い者を落札者とします。 

 

３ 評価項目の設定 

評価項目の設定は、次のとおりとしています。 

評  価  項  目  

施工計画 

（大 項 目）  

①実施手順の妥当性及び工期設定の適切性 選択 

②施工上配慮すべき事項の適切性 選択 

③工事目的物の性能・機能に関する事項 選択 

④材料の品質管理の適切性 選択 

企業の施工能力 

⑤同種工事の施工実績 必須 

⑥松山市の工事成績 選択 

⑦災害対応工事の施工実績 選択 

⑧地域貢献度 選択 

⑨地理的要因 選択 

⑩ＩＳＯマネジメントシステム及びエコアクショ

ン２１の取組み 
必須 

⑪若手技術者の雇用状況 必須 



配置予定技術者の能力 

⑫同種工事の施工実績 必須 

⑬松山市の工事成績 選択 

⑭継続教育（ＣＰＤ等）の取組み 必須 

＊ただし、この表は原則であり、工事の内容によって変更しますので、個別の工事の入札

説明書において評価項目をご確認ください。 

 

４ 評価項目の評価 

Ⅰ 共通事項 

総合評価は、提出された総合評価に係る資料の記載内容に基づき評価(加点)します。 

このため、記載誤りや記載漏れは、その他の資料により確認できる場合であっても評価

(加点)されませんので、十分確認のうえ提出してください。 

 

Ⅱ 個別事項 

（１） 施工計画  

１） 評価の方法 

施工計画に関する評価項目は、「３ 評価項目の設定」の各評価項目（大項目）①～④

から工事の内容に応じて１項目以上を選択し、求める提案数は、合計３ ～１０個としま

す。  

なお、具体的な内容や提案数等につきましては、案件ごとに設定しますので、個別の

入札説明書において評価項目等をご確認ください。 

①判定方式 

次の判定方式区分表（１）～（３）のとおり、評価項目に関する提案に対して、評価

内容を踏まえて判断し、有効な提案数に応じて点数を付与する評価方法です。 

判定方式区分表（１） 

１評価項目（大項目）に対し

て求める提案数 
加点対象として有効な提案数 

１個 １個 ０個 

例）満点を 5点として 

設定した場合 
5.0点 ０点 

 

 

 

 

 

 



判定方式区分表（２） 

１評価項目（大項目）に対し

て求める提案数 
加点対象として有効な提案数 

２個 ２個 １個 ０個 

例）満点を 5点として 

設定した場合 
5.0点 2.5点 ０点 

例）満点を 10点として 

設定した場合 
10.0点 5.0点 ０点 

判定方式区分表（３） 

１評価項目（大項目）に対し

て求める提案数 
加点対象として有効な提案数 

３個 ３個 ２個 １個 ０個 

４個 ４個 ３個 ２～１個 ０個 

５個 ５個 ４～３個 ２～１個 ０個 

６個 ６個 ５～４個 ３～１個 ０個 

７個 ７個 ６～４個 ３～１個 ０個 

８個 ８個 ７～５個 ４～２個 １～０個 

９個 ９個 ８～５個 ４～２個 １～０個 

10個 10個 ９～６個 ５～２個 １～０個 

例）満点を 5点として 

設定した場合 
5.0点 3.5点 2.0点 ０点 

例）満点を 10点として 

設定した場合 
10点 7.0点 3.5点 ０点 

例）満点を 15点として 

設定した場合 
15.0点 10.0点 5.0点 ０点 

 

２）提案資料等について 

提出可能な資料（第 3号様式）の枚数は、Ａ４縦片面で１つの提案ごとに１頁まで〔工

程表（第 2 号様式）は除く〕とします。それを超える資料の提出があっても、その部分

は評価(加点)の対象となりません。 

また、参考資料の添付は、Ａ４縦片面で１つの提案ごとに１頁までとします。 

 

３）配点 

①実施手順の妥当性及び工期設定の適切性 

②施工上配慮すべき事項の適切性 

③工事目的物の性能・機能に関する事項 



④材料の品質管理の適切性 

 

１評価項目（大項目①～④のいずれか）に対して求める提案数が１個の場合 

評価内容 
評価基準 配点 

大項目 小項目 

①～④ 

※案件ご

とに選択 

（具体的な内容） 

※案件ごとに設定し

ます。 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が１個である。 

５．０

～１．０ 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が０個である。 
０．０ 

 

１評価項目（大項目①～④のいずれか）に対して求める提案数が２個の場合 

評価内容 
評価基準 配点 

大項目 小項目 

①～④ 

※案件ご

とに選択 

（具体的な内容） 

※案件ごとに設定し

ます。 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が２個である。 

１０．０

～２．０ 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が１個である。 

５．０～ 

１．０ 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が０個である。 
０．０ 

 

１評価項目（大項目①～④のいずれか）に対して求める提案数が３～10個の場合 

評価内容 
評価基準 配点 

大項目 小項目 

①～④ 

※案件ご

とに選択 

（具体的な内容） 

※案件ごとに設定し

ます。 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が○～○個である。 

１５．０

～３．０ 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が○～○個である。 

１０．０

～２．０ 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が○～○個である。 

５．０～ 

１．０ 

評価項目に関する提案に対して、評価内容

を踏まえた有効な提案が○～○個である。 
０．０ 

＊この施工計画の評価において求める①から④については、設計図書等に定める仕様及び

施工条件明示書の範囲内での配慮事項に対する対策を求めるものであり、施工計画（工

程表・技術的所見等）の評価は、記載している提案事項が判断基準となり、内容の実現

性・具体性とその根拠の正確性により評価するもので、定められた仕様を明らかに逸脱



した提案は、適正な施工計画とは認められませんのでご注意ください。 

＊上記「（１）施工計画」に示す評価基準の内容については、基本例であり工事の内容によ

って変更しますので、個別の工事の入札説明書において評価項目をご確認ください。 

＊作成にあたっては「総合評価落札方式(簡易型)における施工計画作成上の留意事項」を

参照してください。 

 

（２）企業の施工能力  

⑤同種工事の施工実績 

評価内容 評価基準 配点 

同種工事の施工

実績 

過去５年間（  ○○年４月１日以降）の 

＊同種工事の施工実績  有 

３．０～ 

２．０ 

過去１０年間（  ○○年４月１日以降）の 

＊同種工事の施工実績  有 

２．０～ 

１．０ 

過去１５年間（  ○○年４月１日以降）の 

＊同種工事の施工実績  有 

１．０～ 

０．５ 

上記いずれも実績  無 ０．０ 

＊同種工事の具体的な内容については、個別の工事の入札説明書でご確認ください。 

＊評価(加点)対象となる施工実績は、当該年度開始日から起算して過去 15年間における元

請としての施工実績です。該当年度の判断については、工事の竣工日を基準として判断

してください。 

＊共同企業体の代表者でない構成員としての従事経験は、入札参加資格としては出資比率

が２０％以上のものであれば認めていますが、総合評価においては評価(加点)の対象に

なりませんので留意してください。 

 

⑥松山市の工事成績 

評価内容 評価基準 配点 

松山市の工事成

績 

過去○か年度（○○～○○年度）の工事成績で 

＊同一工種の平均点８０点以上 

５．０～ 

２．０ 

過去○か年度（○○～○○年度）の工事成績で  

＊同一工種の平均点７５点以上８０点未満 

３．０～ 

１．０ 

過去○か年度（○○～○○年度）の工事成績で  

＊同一工種の平均点７０点以上７５点未満 

２．０～ 

０．５ 

上記いずれも  無 ０．０ 

＊同一工種の具体的な内容については、個別の工事の入札説明書でご確認ください。 



＊評価基準の年度は、案件によって求める年度の期間が異なる場合があるので、個別の工

事の入札説明書でご確認ください。 

＊公告年度の属する前年度以前を対象とし、評価基準で求める年度の同一工種の工事成績

評定点の平均点で評価(加点)します。なお、小数点以下については切り捨てるものとし

ます。 

＊松山市の工事成績として、松山市公営企業局の工事成績も評価対象とします。 

 

⑦災害対応工事の施工実績 

評価内容 評価基準 配点 

災害対応工事の

施工実績 

過去○年間（○○年４月１日以降）の 

＊災害対応工事の施工実績 有 

１．０～ 

０．５ 

上記実績  無 ０．０ 

＊災害対応工事とは、自然災害を原因とする被害に対する応急対応工事、復旧に係る工事

で松山市契約課が発注した設計金額２００万円を超える工事（発注工種は問わない）が

対象となります。ただし、令和７年１２月３１日以前に松山市契約課又は松山市公営企

業局契約管理課が発注したものは設計金額１３０万円を超える工事（発注工種は問わな

い）が対象となります。 

＊元請として受注したものに限ります。 

＊工事が完成し、かつ引渡しが完了したものに限ります。 

＊該当年度の判断については、工事の竣工日を基準として判断してください。 

 

⑧地域貢献度 

評価内容 評価基準 配点 

地域貢献度 

松山市と災害時における協定の締結  有 
２．０～ 

１．０ 

松山市と災害時における協定の締結  無 ０．０ 

＊地域貢献度は、地震や風水害など大規模災害が発生した場合の、松山市（松山市公営企

業局を含む。）と団体・民間企業との災害時のための協定締結の有無を求めるもので、協

定書の無いものは除きます。 

＊企業等において災害時のための協定を締結している場合は、当該実績調書に協定書の写

しを添付し証明者欄の証明は不要です。 

＊公告日時点で締結されており、開札日時点で有効なものに限ります。 

 

 



⑨地理的要因 

評価内容 評価基準 配点 

地理的要因 

松山市内に本店の所在  有 
２．０～ 

０．５ 

松山市内に支店・営業所等の所在  有 
１．０～ 

０．２５ 

上記いずれも要件  無 ０．０ 

＊公告日において、松山市内の所在の有無等について評価(加点)します。 

 

⑩ＩＳＯマネジメントシステムの取組み 

評価内容 評価基準 配点 

ＩＳＯマネジメ

ントシステムお

よびエコアクシ

ョン２１の取組

み 

ＩＳＯ９０００シリーズ及び１４０００シリーズを取得 
２．０～ 

１．０ 

ＩＳＯ９０００シリーズ及びエコアクション２１を取得 
１．５～ 

０．７５ 

ＩＳＯ９０００シリーズ又は１４０００シリーズを取得 
１．０～ 

０．５ 

エコアクション２１のみを取得 
０．５～ 

０．２５ 

上記いずれも  無 ０．０ 

＊契約締結の権限を有する事務所において公告日時点で認証取得されており、開札日にお

いて有効であるものを評価(加点)します。契約締結の権限を有する事務所が登録に含ま

れていることがわかる登録書等の添付が必要となるので留意してください。 

＊建設業に関し、認証取得していることが確認できる登録書の写し等の添付が必要です。 

＊建設業に関し、認証取得していることが確認できない場合は、評価(加点)しませんので

留意してください。 

＊エコアクション２１は、認証・登録証の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 



⑪若手技術者の雇用状況 

満３５歳未満の技術者を一人でも雇用していれば、配置しなくても加点します。 

評価内容 評価基準 配点 

若手技術者の 

雇用状況 

３０歳未満の技術者の雇用  有 １．０ 

３０歳以上３５歳未満の技術者の雇用  有 ０．５ 

上記いずれも  無 ０．０ 

※公告日時点で雇用されており、開札日時点の満年齢が評価基準を満たしていること。 

※主任技術者又は監理技術者になり得る者（建設業法第７条第２号または同法第１５条第

２号に該当する者）、もしくは同法第７条第２号イに該当する所定学科を卒業した者であ

ること。（同一工種に限りません。） 

※資格又は卒業を証明できる書類（資格者証、卒業証明書の写し等）のほか、年齢及び雇

用が確認できる書類（監理技術者資格者証の写し等）を添付してください。 

※複数人雇用していても、評価（加点）は同じです。 

 

（３）配置予定技術者の能力  

配置予定技術者の評価(加点)にあたっては、配置予定技術者が複数申請されている場合

は、以下の評価項目における得点の合計点が最も低い者で評価(加点)します。 

製作及び据付を含む工事の場合にあっては、据付の技術者について評価(加点)します。 

⑫同種工事の施工実績 

評価内容 評価基準 配点 

同種工事の施工

実績 

過去５年間（  ○○年４月１日以降）の 

＊同種工事の施工実績  有 

４．０～ 

１．５ 

過去１０年間（  ○○年４月１日以降）の 

＊同種工事の施工実績  有 

３．０～ 

１．０ 

過去１５年間（  ○○年４月１日以降）の 

＊同種工事の施工実績  有 

２．０～ 

０．５ 

上記いずれも実績  無 ０．０ 

＊同種工事の施工実績等の具体的な内容については、個別の入札説明書をご確認ください。 

＊評価(加点)対象となる施工実績は、当該年度開始日から起算して過去１５年間における

元請としての施工実績です。該当年度の判断については、工事の竣工日を基準として判

断してください。 

＊共同企業体の代表者でない構成員としての従事経験は、入札参加資格としては出資比率

が２０％以上のものであれば認めていますが、総合評価においては評価(加点)の対象に

なりませんので留意してください。 

 



⑬松山市の工事成績 

評価内容 評価基準 配点 

松山市の工事成

績 

  ○○年４月１日以降に竣工した工事成績 

＊同一工種で８０点以上  有 

３．０～ 

１．０ 

  ○○年４月１日以降に竣工した工事成績 

＊同一工種で７５点以上８０点未満  有 

２．０～ 

０．５ 

  ○○年４月１日以降に竣工した工事成績 

＊同一工種で７０点以上７５点未満  有 

１．０～ 

０．２５ 

上記いずれも  無 ０．０ 

＊松山市の工事成績の具体的な内容については、個別の工事の入札説明書をご確認くださ

い。 

＊松山市の工事成績で求める同一工種の実績については、1件の請負金額２，５００万円以

上のものに限ります。 

＊技術者の工事成績が確認できるものの写しの添付が必要となりますので、工事成績評定

通知書の写しと併せコリンズの登録内容確認書（竣工登録されたものに限る。）又は竣工

時工事カルテの写しを添付してください。 

＊松山市の工事成績として、松山市公営企業局の工事成績も評価対象とします。 

 

⑭継続教育（ＣＰＤ等）の取組み 

評価内容 評価基準 配点 

継続教育（ＣＰ

Ｄ等）の取組み 

５０ユニット以上 
２．０～ 

１．０ 

２５ユニット以上５０ユニット未満 
１．５～ 

０．５ 

２５ユニット未満 ０．０ 

＊当該入札に配置しようとする技術者のＣＰＤ等の取得単位数について評価(加点)します。 

＊継続教育（ＣＰＤ等）の取得単位数を証する書類は、（一社）全国土木施工管理技士会連

合会、（公社）日本技術士会、（公社）土木学会、（公社）日本建築士会連合会又は建築設

備士関係団体ＣＰＤ協議会が発行するＣＰＤ等に係る証明書の写しの添付が必要となり

ますので留意してください。 

＊証明書は、証明日が公告日から起算して過去１年以内のものに限ります。 

例）公告日が令和８年７月１日 

   →証明日：令和７年７月２日～令和８年７月１日以内の日であること。 

＊証明書におけるユニット数の評価(加点)は、証明日から起算して最大５年間を対象とし



ます。 

 例）証明日が令和８年７月１日 

   →証明期間（ユニット数評価対象期間）：令和３年７月２日～令和８年７月１日以内 

の期間であること。 

＊取得ユニット数については、変更する場合がありますので個別の工事の入札説明書をご

確認ください。 

 

（４）その他  

（１）原則として、提出書類のヒヤリングは実施しません。 

（２）施工計画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

（３）提出された施工計画等は返却しません。 

（４）提出期限以降における施工計画書等の差し替え及び再提出は認めません。 

（５）総合評価落札方式において、受注者は、入札時に提案された内容に基づき施工が義

務付けられます。このため当該提案どおりの施工された場合でも、完成検査時におい

て当該提案に対し、工事特性、創意工夫、社会性等の項目において成績評定の加算は

行ないませんが、当該提案された内容が実施されなかった場合には、特段の事情がな

い限り工事成績の総合評価技術提案等履行確認の項目において減点等の対象となりま

す。 

 

＊上記「（１）施工計画」、「（２）企業の施工能力」、「（３）配置予定技術者の能力」に示す

評価内容、評価基準、配点については、基本例であり工事の内容によって変更する場合

がありますので、必ず個別の工事の入札説明書においてご確認ください。 


